












































































法務省の人権擁護機関により把握された人権侵犯事件の件数 

 
出典︓「令和４年における「人権侵犯事件」の状況について（概要）～

法務省の人権擁護機関の取組～」
（https://www.moj.go.jp/content/001393246.pdf）より抜粋 

また、三菱総合研究所が総務省の委託を受けて実施した SNS 等ユーザ
を対象としたアンケート調査結果 12（以下「アンケート調査結果」という。）で
は、「他人を傷つけるような投稿（誹謗中傷）」について、約半数
（50.9%）が目撃しており、投稿を目撃したサービスとしては、Twitter
（55.5％）が最も多く、匿名掲示板（34.9％）3、Yahoo!コメント（ニュ
ース）（32.4％）、YouTube（29.9％）がこれに続いている。また、過
去 1 年間に SNS等を利用した人の 1割弱（8.0%）が「他人を傷つける
ような投稿（誹謗中傷）」の被害に遭っており、年代別にみると 20 代

1 三菱総合研究所発表（本ワーキンググループ（第１回）参考資料３「インターネット上の違法・有害
情報に関する流通実態アンケート調査」） 

2 調査実施期間︓2022年 10月 31日（月）～11月１日（火）、調査方法︓インターネットアン
ケート調査、調査対象︓日本国内の 15歳から 99歳までの男女（以下の条件に該当する人が対象。
調査群①条件なし、調査群②SNSなどのインターネットのサービス上で、サービス提供事業者へ違反申
告や報告をしたことがある人、調査群③SNSなどのインターネットのサービスを利用するなかで、サービス提
供事業者から投稿の削除などの対応をされたことがある人）、回答者数︓調査群①2,000名、調査群
②508名、調査群③442名（※）、回答割付︓調査群①住民基本台帳人口（2022年 1月 1
日付）の性別・年齢階級別人口に、通信利用動向調査（令和３年度）のインターネット利用率を掛
け合わせることで、インターネット利用人口を算出。回収総数を 2,000人とし、算出したインターネット利
用人口の構成比に基づいて、性別・年代別の割付を実施）調査群②及び調査群③割付なし。 

3 複数サービス（２ちゃんねる（14.2％）、５ちゃんねる（15.0％）、爆サイ（5.7%））を合計して
いる。 

https://www.moj.go.jp/content/001393246.pdf
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